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[背景]

　日南市では、平成２５年４月に「飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに

関する条例」（以下「飫肥杉条例」という。）を制定しました。

　この飫肥杉条例は、生産者、消費者及び行政が一体となって全市的な協力体制を構築し、

林業をはじめとする木材産業などの地域産業の振興、中山間地域の活性化、水源のかん養や

国土の保全などに資する森林経営計画の策定及び地球温暖化の防止を推進しながら、公共建

築物や民間住宅、木工製品、バイオマスエネルギー、観光などあらゆる分野での飫肥杉材

等の地域材利用を促進することを目的としています。

　また、飫肥杉条例第１０条の規定のとおり、市長は、飫肥杉材等の利用に関する施策成果

について議会に報告することとされています。

　飫肥杉条例の趣旨に則り施策成果を報告します。

　　　　

はじめに
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[背景]

木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の

保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献

すること等に鑑み、公共建築物等における木材の利用を促進するため、平成２２年に

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。

⽊材は、森林が吸収した炭素を貯蔵しており、国内における⽊材の主な⽤途である建築物

等において利⽤を進めることは 、「都市等における第2の森林づくり」として、2050年カ

ーボンニュートラルの実現など地球温暖化防止への貢献が期待されています。

林野庁は、⽊材利⽤の⼀層の促進を通じた地球温暖化防止を図るため、建築物に利⽤した

⽊材に係る炭素貯蔵量を国民や企業にとって分かり易く表示する方法を示したガイドライン

「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を定めました。

また、令和３年１０月には建築物等における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資

すること等を目的として「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の一部が

改正され、法律の対象が公共建設物から建築物一般に拡大、題名を「脱炭素社会の実現に

資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（通称：都市（まち）

の木造化推進法）に改正されました。

【法令等の制定状況】

建築物等における木材の利用の促進に関する動き

H22.10
•公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行

H22.11
•県産材利用推進に関する基本方針の策定

H23.11
•日南市公共建築物における飫肥杉材等利用推進に関する基本方針の策定

H25.4
•飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに関する条例の施行

R3.10

•公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正、題名を「脱炭素社

会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に一部

改正

•法律改正に伴い、県産材利用推進に関する基本方針が改正

R7.2

•県の基本方針改定に伴い、日南市公共建築物における飫肥杉材等利用促進に関する基本方

針を日南市飫肥杉材等利用促進に関する基本方針に改定
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

1　本市を取り巻く情勢等

　　森林は、木材の供給だけでなく、国土保全、水源かん養、地球温暖化の防止、生物多様

　性の保全等の多面的な機能の発揮を通じて、私たちの生活、経済に欠くことのできない様

　々な恩恵をもたらしています。  

　　そのような状況下で、本市に植林されてきた飫肥杉の多くが利用期を迎えています。

　この豊富な森林資源を有効に活用し、循環型の林業を推進することにより、林業の成長産

　業化と森林の公益的機能の発揮を図ることが重要です。

　　循環型の林業経営を行っていくためには、計画的な森林施業を行うことが必要であり、

　そのためには、現在5割弱程度となっている森林経営計画の加入率を上げることが重要で

　あることから、国・県の制度事業を活用し、「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明

　確化」の推進を図りました。

   　また、伐採後の再造林率は、約７割程度にとどまっており、森林の多面的・公益的機能

   の発揮や林業全体にマイナスの影響を及ぼすことが懸念されることから、市では、再造林

　の促進を重点施策と位置づけ、一貫施業の普及に努めるとともに、令和元年度から

　交付されている「森林環境譲与税」を財源とした「新たな森林経営管理制度」に基づく事

　業を推進するとともに、森林整備を担うべき人材の育成及び確保に係る施策を取組みまし

　た。
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

２　取り組み概要

■主な事業

№ 事　業　名 事業費
（千円）

概　　要

公有林整備委託料

毎木調査委託料

市有林分布調査委託料等

森林経営計画作成促進（116.25ha）

森林境界の明確化（350.00ha）

飫肥杉一貫施業普及促進事業費補助金

植栽面積（152.81ha）

飫肥杉材利用促進事業

（森林環境譲与税）

飫肥杉材利用促進対策事業

（森林環境譲与税）

森林経営管理制度推進事業

（森林環境譲与税）

(１) 公有林整備事業 39,762

(２)
森林整備地域活動支援交付金
事業

20,730

(３) 飫肥杉一貫施業普及促進事業 7,640

(４)
飫肥杉マイホーム建築支援事
業

1,000
市有分譲地に飫肥杉住宅を建築する施主
に対する建築費用の一部を支援

(５) 3,490
市内住宅に対し本市飫肥杉材の使用と市
内事業者での建築する施主に対する補助

(６) 533
本市産飫肥杉材について、県外地域への
利用促進拡大に向けた活動

(７) 223,037

森林経営管理法に基づく意向調査を実施
するとともに、制度を推進するための取
組。日南の飫肥杉を守り育てる基金の積
立

(８)
飫肥杉を守り育てる担い手対
策事業
　　　　（森林環境譲与税）

7,950
機械で担うことが困難な下刈り等現場の
労働力不足への対応を目的とした、林業
担い手の確保対策や労働環境改善対策

(９)
市町村森林経営管理事業
　　　　（森林環境譲与税）

14,881
森林経営計画対象外森林にアクセスする
林業専用道の開設に対する補助

（10） 17,550
県と連携し、森林整備を促進するために
要する費用の一部に対する補助

グリーン成長プロジェクト事
業
　　　　（森林環境譲与税）
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（1）公有林整備事業　（39,762千円）

　　市有林の良質材生産と森林が有する多面的機能保全のため、植栽や下刈等を実施しました。    

植　栽 2.30 ha

下　刈 35.71 ha

間　伐 3.20 ha

作業道 500 ｍ

施　肥 16.37 ha

［ドローンレーザーを活用した森林資源調査への取組］

　　森林資源調査は、森林の現状を把握することで適切な施業の計画をしたり森林の

　価値を評価するのに欠かせない作業です。

　　しかし、その作業には、多くの時間と労力を必要とすることから、林業の担い手

　対策としてもICT化が求められています。

　　市では、令和７年度市有分収林の公売に向けた森林資源調査をドローンレーザー

　を活用した森林資源調査（毎木調査）を実施しました。

レーザー計測作業 樹木情報記入

施　肥　作　業

胸高直径計測

５



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（2）森林整備地域活動支援交付金事業　（20,730千円）

　　森林経営計画の作成されていない森林所有者に、経営計画作成の同意を得るとともに、施業集約

   化を進める上で重要となる森林境界の確認、測量に対し助成しました。

≪森林経営計画作成促進≫ 116.25ha   1,480千円

≪森林境界の明確化≫ 350.00ha 19,150千円

≪事務費等≫ 　100千円

富土地区

伊比井・富土地区

東弁分乙地区 宮浦地区
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（3）飫肥杉一貫施業普及促進事業　（7,640千円）

　　　再造林率の向上を図るため、伐採から造林までを一貫して行う「一貫施業システム」を普及

　　促進させることを目的としたパイロット事業に取組む南那珂連携事業体に対し令和元年

　　度から助成しました。

年　度 実績（ｈａ） 補助額

令和元年度 96.19 4,810千円

令和２年度 122.56 6,128千円

令和３年度 148.49 7,424千円

令和４年度 156.28 7,814千円

令和５年度 139.68 6,984千円

 　  令和6年度 152.81 7,640千円

南那珂連携事業体　会議 伐採作業

地拵え作業 植付作業

7 



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（4）飫肥杉マイホーム建築支援事業（1,000千円）

　　飫肥杉材の需要拡大及び市内建築関係事業者への飫肥杉活用の普及促進及び定住促進を

　目的として、市民又は本市への移住希望者が、市内産飫肥杉材で、居住するための住宅

を新築する場合に有償で市有地（旧消防訓練場跡地）の一部を分譲するとともに、住宅

見学会の開催を条件として、１００万円を上限に建築費用の一部を助成しました。

①助成実績　　　　　100万円（1棟）

②飫肥杉材使用材積　17.17㎥（主要構造部）

　市内住宅の新築や増改築、大規模事業所の新築に対し、地元飫肥杉の使用と市内事業

者での建築を条件にその木材の使用量に応じて助成しました。

　　また、床面積300㎡以上の大規模事業所の新築は一律100万円となります。

①補助実績　　　　3,490千円（9件）

②飫肥杉材使用材積　135.42㎥（主要構造部）

　飫肥杉材使用面積　 39.85㎡（内装部）

額に10万円を加算した額となります。

（５）飫肥杉材利用促進事業（3,490千円）

　補助額は個人の住宅新築で40万円、増改築で20万円を上限に、主要構造部、内装部

での飫肥杉使用量に応じて積算した金額で、市外からの移住者に対しては算出した補助
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（６）飫肥杉材利用促進対策事業（森林環境譲与税） （533千円）　

　　本市産飫肥杉材について、県外地域への利用促進拡大に向けた活動を行いました。

  ①  飫肥杉材利活用促進に係るＰＲ活動

    　 南那珂森林組合、宮崎県山村・木材振興課合同で、飫肥杉材の需要拡大、飫肥杉材

     活用を目的として沖縄県那覇市を訪問しました。

　　　飫肥杉と琉球松は耐久性や強度、美観のバランスが取れており、沖縄県内の公共施設

　　や観光地で数多く採用されています。特に、過酷な沖縄の気候に耐える性能と実績が

　　示されており、今後は家具や防護柵をはじめとした多様な製品展開が可能です。

　　　地域の森林資源を活かしつつ、その品質の高さをPRし、更なる市場拡大と

　　地域環境への貢献を進めていくことが期待されています。

      宮崎ブーゲンビリア空港（3月6日～9日）及び福岡イオン（3月２１日～２３日）

   において、本市の地場産品や観光資源等を紹介するＰＲイベント「オール日南フェア」

　が開催されました。

　　このフェアでは、木材製品の販売や、子供向けのワークショップを行いました。

  ②オール日南フェアに参加

9



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（７）森林経営管理制度推進事業（森林環境譲与税） （223,038千円）　

　　平成31年4月に施行された森林経営管理法に基づき、森林所有者に対する経営管理意

　向調査を実施したほか、制度の推進に必要な取組みを行いました。

　

　① 森林経営管理意向調査事業

　　 森林経営管理制度を推進するため、南郷町の一部森林区域（22～36林班）の森林所

　 有者に対し、経営管理の意向に関する調査を実施しました。

　　

　② 林地台帳データ更新精度向上事業

　　 日南市が保有する森林の土地所有者情報や境界に関する情報を整理した林地台帳及び

　 林地台帳地図のデータ更新を実施しました。

　③ 地域林政アドバイザー活用事業

　　 南那珂森林組合と地域林政アドバイザー契約を締結し、森林経営管理制度に係る提案、

　 助言、意向調査結果を受けての現地調査、合意形成及び相談窓口を開設しました。

　④ 航空レーザ測量及び森林解析業務委託事業

　　 地形データを収集し、日南市の森林地域における地形解析（標高や傾斜等）及び

　森林資源解析（森林図）を行うことを目的に、日南市全域を航空レーザーにより測量

　しました。
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（８）飫肥杉を守り育てる担い手対策事業（森林環境譲与税）

（7,950千円）　

　　機械で担うことが困難な下刈り等現場の労働力不足に対応することを目的として、

　市内林業担い手の確保対策や労働環境改善対策を行いました。

    ① 森林整備担い手確保対策事業

        下刈り等、山を守る施業に係る作業に対し、

      他圏域閑散期の出向受入に係る経費の支援を

　　行いました。

    ② 造林施業労働環境改革支援事業

        機械で担うことが困難な施業現場の作業を対象に、労働環境改善に資する取組み

      として、夏場の早朝作業の推進にあわせて、空調服等の熱中症対策資材等の購入費

      を助成しました。

        

    ③ 造林環境省力化支援事業

        機械で担うことが困難な施業現場の作業について、作業省力化に資する取組みを

　　支援しました。活着率の向上が図れる「コンテナ苗」、スギの初期成長促進に

　　効果的な「高度化成施肥」に要する経費を対象とし、経費の助成を行いました。 

   　

　　　 コンテナ苗の植樹作業 高度化成施肥

下刈の作業現場

11 



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（９）市町村森林経営管理事業（森林環境譲与税）

（14,881千円）　

　① 森林経営管理事業

  　  森林経営管理法に基づき、市が経営管理権を取得した森林について、経営管理集積

 　 計画を定め、モデル的に間伐を実施しました。

間伐委託　0.18ha  　 181千円

　② 森林経営管理推進路網整備事業

　　 森林の整備の促進を目的に森林経営管理制度の推進に資する林業専用道路開設に要

　 する経費を補助しました。（平佐線）

林業専用道開設　420m　　 14,700千円

着手前 完 成
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[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（10）グリーン成長プロジェクト事業（森林環境譲与税）

（17,550千円）　

　　ゼロカーボンの推進と農林水産業分野の持続的発展のために県が行う「グリーン成長

　プロジェクト」に対して、県と連携し、森林整備を促進するために要する費用の一部を

　補助しました。

　① グリーン成長プロジェクト事業

　　 再造林強化区域で行う省力・低コスト化の図られた人工造林、下刈りの森林整備事業

 　に対しての支援として、上乗せ補助を行いました。

嵩上げ補助面積　513.75ha 17,476千円

　

　② 森林経営集約化モデル事業

　　 林業事業体が森林を手放したい所有者から森林を購入する場合に、不動産登記を司法

　 書士事務所等へ依頼する際に支払った費用の一部を補助しました。

登記面積　2.83ha  　 74千円

１３



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

３　飫肥杉利用の実績

飫肥杉材使用実績

（１）公共建築物（飫肥杉材等使用材積　16㎥）

担当課

施設名

所在

新造区分

用途

床面積

構造

飫肥杉等使用材積

飫肥杉等使用箇所

備考

木造

16㎥

構造材、造作材、下弦材、集成梁

生涯学習課

天福公園トレーニングルーム

日南市天福一丁目６０８１－３

新築

トレーニングルーム

150㎡

１４



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

飫肥杉材使用実績

（2）公共建築物（飫肥杉材等使用材積　5㎥）

担当課

施設名

所在

新造区分

用途

床面積

構造

飫肥杉等使用材積

飫肥杉等使用箇所

備考

鉄筋コンクリート造

５㎥

廊下壁・脱衣所壁・露天風呂屋根

観光・クルーズ課

サンチェリー北郷

北郷町大藤甲１５１９－７

改修

温泉施設

870.470㎡

１５



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

【北郷ふれあい交流センター内　屋内遊び場】 木製のおもちゃ

１６



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（２）その他

【日南市功労表彰】

飫肥杉製賞状

飫肥杉の花瓶

１７



[飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績]

（２）備品・消耗品

担当課 生涯学習課 財産マネジメント課 総務課

事業名等 日南市民スポーツ大会 飫肥杉TOP館（附属棟） 姉妹都市交流事業

備品・消耗品名 表彰楯 看板 トロフィー

個数 6個 １個 2個

用途
功労の部・優秀成績の部

表彰用
記念品

備考 日南市長杯軟式野球大会

担当課 総務課 総務課 農政課

事業名等
姉妹都市交流事業 日南市功労表彰 北郷ふれあい交流センター

屋内遊び場

備品・消耗品名 メダル 花瓶（箱入り） おもちゃ

個数 ４０個 ３個 42個

用途 記念品 記念品

備考 日南市長杯軟式野球大会

担当課 農政課 農政課 農政課

事業名等
北郷ふれあい交流センター

屋内遊び場
北郷ふれあい交流センター

屋内遊び場
北郷ふれあい交流センター

屋内遊び場

備品・消耗品名 収納棚 収納コンテナ キッズスペースの柵

個数 1個 10個 1個

用途

備考

１８



１９
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飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに関する条例  

平成25年２月27日条例第１号  

 

宮崎県は、杉の生産量で全国一位を21年間維持する程の日本最大の林業県であり、今後

とも林業の振興に努めなければならない。その中にあってこの中核をなす私たちのまち日

南市は、旧飫肥藩の時代より弁甲材として普及した飫肥杉で栄えた伝統が400年余りに渡

って脈々と受け継がれており、全国に誇り得る林業文化を今なお形成している。  

現在、伐期を迎えた日本林業の再生を図るため政府は、平成22年に公共建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）を制定した。また日南市もこ

れを踏まえ、平成23年に「日南市公共建築物における飫肥杉材等利用推進に関する基本方

針」を定めた。平成24年には森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）の

一部改正に伴い、これまでの森林施業計画に代わり、新たに森林経営計画が創設され、施

業の集約化を行い木材生産活動だけでなく、森林の公益的機能の十分な発揮に資する持続

的な森林経営の確立に努めることになった。  

今日、社会経済の劇的変化により荒廃しつつある中山間地域の資源やそれらが生み出す

恩恵が市民共有の財産であることを鑑み、私たち日南市民は、更に踏み込んで日南市が飫

肥杉材等の地域材の利用促進を実効的に図ることで、地場産業活性化を強力に推進するモ

デル都市となることができるようその歴史的使命を認識すると同時に、教育的観点も踏ま

えながら市民全員で森林や中山間地域を支え、安心して住み続けることができる地域社会

の実現を目指すことを決意し、ここに議員提案による条例を制定する。  

（目的）  

第１条  この条例は、生産者、消費者及び行政が一体となって全市的な協力体制を構築し、

林業をはじめとする木材産業などの地域産業の振興、中山間地域の活性化、水源の涵（か

ん）養や国土の保全などに資する森林経営計画の策定及び地球温暖化の防止を推進しな

がら、公共建築物や民間住宅、木工製品、バイオマスエネルギー、観光などあらゆる分

野での飫肥杉材等の地域材利用を促進することを目的とする。  
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（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(１ ) 森林  市内に存する森林法第２条第１項に規定する森林をいう。  

(２ ) 中山間地域  平地の周辺部から山間地に至るまとまった平坦な耕地の少ない地域

をいう。  

(３ ) 森林経営計画  森林所有者又は森林経営の委託を受けた者が、単独又は共同で自

らが所有する森林又は経営を受託している森林を対象として作成する５年間の計画を

いう。  

(４ ) 多面的機能  土砂流出及び山地崩壊の防止、洪水軽減等の水源の涵（かん）養、

自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健休養、木材その他の林産物の生産及び供給

その他森林の有する多面に渡る機能をいう。  

(５ ) 公益的機能  多面的機能のうち、木材その他の林産物の生産及び供給を除いた機

能をいう。  

(６ ) 森づくり  森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り育て

るとともに活用することをいう。  

(７ ) 人工林  植栽、種まき又はさし木により成立した森林をいう。  

(８ ) 天然林  人工林以外の森林をいう。  

(９ ) 森林組合  森林組合法（昭和53年法律第36号）に規定する組合をいう。  

(10) 森林所有者  森林の土地を所有する者又は森林の土地にある木竹を所有し、若し

くは育成することができる者をいう。  

(11) 市民  市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業もしくは

活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。  

(12) 林業及び木材産業等事業者  市内において森林の施業並びに木材その他の林産

物の生産、加工及び流通の事業を行う者（森林組合を除く。）をいう。  

（基本理念）  

第３条  飫肥杉等の利用促進に当たっては、次に掲げる事項を基本理念として行わなけれ

ばならない。  
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(１ ) 森林の有する公益的機能が市民生活の安全及び安心の基盤であることから、長期

的展望に立ち、生物の多様性に配慮するとともに、立地条件等の特性に応じた適正な

森林管理を実施するため、森林経営計画を立て実行に移すことで公益的機能が高度に

発揮される森づくりを推進すること。  

(２ ) 林業及び木材産業の健全な発展と振興が人工林の適正な管理に寄与することから、

森林経営の持続的発展を図り、森林の持つ多面的機能を高め木材資源の循環利用が可

能な森づくりを推進すること。  

(３ ) 持続可能な中山間地域の再生及び活性化が森づくりに寄与することから、中山間

地域の営み並びに歴史及び文化の継承を通じ、地域づくりと一体となった森づくりを

推進すること。  

（市の責務）  

第４条  市は、基本理念にのっとり、法令又は財政の許す範囲内において公共建築物の新

築、増築、改築及び修繕に関しては飫肥杉材等の地域材を利用して木造化、木質化を図

らなければならない。  

２  市は、森林経営計画の策定を推進し、国、他の地方公共団体及び公共的団体等に対し、

必要に応じて理解及び協力を求め、飫肥杉材等利用の促進に努めなければならない。  

３  市は、飫肥杉材等の利用を促進するため、市民や森林所有者並びに林業及び木材産業

等事業者へのインセンティブ（動機付け）となる必要な支援を講ずるよう努めなければ

ならない。  

４  市は、飫肥杉材等の利用に関する施策について議会に報告しなければならない。  

（森林組合の責務）  

第５条  森林組合は、基本理念にのっとり、森林の管理の中核的な担い手として、自らの

責任において、木材その他の林産物の生産、供給等を通じて森づくりに積極的に取り組

むよう努めなければならない。  

２  森林組合は、森林の管理が適正に行われるように働きかけるとともに、森林経営計画

にのっとった計画的な森づくりを推進するよう努めなければならない。  

３  森林組合は、飫肥杉材等利用に関する各種施策に協力するよう努めなければならない。 
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（森林所有者の役割）  

第６条  森林所有者は、飫肥杉材等の利用の重要性を深く認識し、所有し又は育成する森

林について、森林の有する多面的機能が十分に発揮される森づくりに努めるものとする。 

２  森林所有者は、所有し、又は育成する森林の境界及び木竹の状況を把握し、当該森林

の管理方針を森林経営計画に明らかにするよう努めるものとする。  

３  森林所有者は、飫肥杉材等の利用に関する各種施策に協力するよう努めるものとする。 

（市民の役割）  

第７条  市民は、森林の有する公益的機能が市民共有の財産であることを認識し、森づく

りに関する取組に協力し、又は参加するよう努めるものとする。  

２  市民は、基本理念にのっとり、地域で生産される飫肥杉材並びにその他の林産物を活

用するよう努めるものとする。  

（林業及び木材産業等事業者の役割）  

第８条  林業及び木材産業等事業者は、その事業の実施に当たっては、基本理念に配慮し、

森林の有する公益的機能が十分に発揮される森づくりに努めるとともに、木材その他の

林産物の循環利用が可能な森づくりに努めるものとする。  

２  林業及び木材産業等事業者は飫肥杉材等の利用に関する各種施策に協力するよう努め

るものとする。  

（市民の意見等の施策への反映）  

第９条  市は、市民の意見を把握し、それを飫肥杉材等の利用に関する各種施策に的確に

反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（年次報告）  

第10条  市長は、飫肥杉材等の利用に関する施策成果について議会に報告し、これを公表

しなければならない。  

附  則  

この条例は、平成25年４月１日から施行する。  
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日南市飫肥杉材等利用推進に関する基本方針  

 

平成23年11月  8日  

令和７年2月12日改正  

 

１  基本的な考え方  

 本市は、旧飫肥藩の時代から約400年の歴史を持つ飫肥林業の中心として知られている。

この地で生産される飫肥杉は、油分が多く弾力性のある特徴から良質な造船材として取引

され、最盛期には国内はもちろん、韓国や中国にも大量に輸出されるなど、かつては市の

経済を潤し活力を与える源となっていた。  

 しかし、昭和の後半に木造船の需要がなくなると飫肥林業は急速に衰退し、現在では先

人たちが残した広大な飫肥杉の山々は残るものの、かつて飫肥杉で発展し賑わったまちは、

遠い昔になりつつある。  

本市では、今後も飫肥杉を中心とする森林資源の充実が見込まれることから、市内で生産、

加工された木材 (以下「飫肥杉材等」という。 )の需要を拡大していくとともに、地域活性

化に繋げていくことが重要な課題となっている。  

 木材は、調湿性に優れ断熱性が高くリラックス効果があるなど、人にやさしい、心安ま

る素材であるとともに、鉄やコンクリート等に比べ加工等に必要なエネルギーも低く環境

にもやさしい省エネ資材であり、炭素を長期間貯蔵できる機能を有する再生産可能な資材

である。これらの優れた特性を持つ木材の利用を促進することは、森林の適正な整備を通

じた森林の有する多面的機能の持続的な発揮や、本市が目指す２０５０年までのゼロカー

ボン社会の実現にも大きく貢献するものである。  

また、地産地消を基本理念とし飫肥杉材等を利用することは、素材生産から製材・加工に

至る林業や木材産業の活性化に繋がるだけではなく、土木・建築関連の他産業の振興にも

寄与するなど、本市地域経済への波及効果が期待される。  

 こうした中、平成22年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定さ

れ、公共建築物等において木造化・木質化を推進してきたが、令和３年に当法律は｢脱炭素

社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律｣（平成

22年法律第36号。以下「法」という。）に改正され、法の対象が公共建築物から民間建

築物を含む建築物一般に拡大されたことに加え、宮崎県木材利用促進条例が制定されたこ

とを踏まえ、本市が実施する事業はもとより、民間建築物も含めた建築物全体において、

本市産材の利用を促進し、木材の良さを普及啓発する。また、市民生活に深く係わりのあ

る公共建築物の木造化・木質化の積極的な推進を通して、飫肥杉材等の需要拡大を図ると

ともに、人と人とが繋がり、地域を再生していこうとする本市ならではのまちづくりを進

める。  
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２  飫肥杉材等の活用方針  

(1) 公共建築物における飫肥杉材等の活用について  

ア  建築基準法等関係法令の制約を受ける場合を除き、新築、増築、改築及び修繕につ

いては、原則として木造とする。  

イ  防災面や立地条件等から、木造化が困難な場合は、木造と他工法との混構造とする。  

ウ  木造以外の構造とする場合でも、内装の本質化を積極的に推進する。  

工  庁舎内や学校内の机・椅子等の備品を調達するに当たっては、飫肥杉材等を使った

物品を積極的に利用する。  

(2) 公共土木工事における飫肥杉材等の活用について  

 公共土木工事においては、自然景観や環境に配慮しつつ間伐材をはじめとする飫肥杉材

等を積極的に活用するとともに、新たな用途開発等や持続可能な施工維持管理体制の仕組

みづくりを推進する。  

 

３  建築物に適した木材の供給体制の整備  

 市は、建築物の建築に用いる木材の円滑な供給を図るため、木材業者の連携等による品

質・性能の確かな乾燥材や集成材等の安定供給を促進する。  

 

 

４  関係部局の飫肥杉材等利用推進における役割  

 関係部局は、所管する建築物等について、飫肥杉材等の積極的な利用を推進する。また、

その所管する事業 (補助事業も含む。 )の実施において、飫肥杉材等の利用を促進する。  

 

５  市における利用の促進  

 市は、市内の民間事業者が整備する建築物等の情報を収集し、飫肥杉材等の積極的な利

用の促進に理解と協力が得られるよう幅広く呼びかけるとともに、木造化・本質化に関す

る情報を提供するなど、必要な支援を行うものとする。  

 

６  市民への理解の醸成  

 建築物における木材の利用を広く、効果的に促進するためには市民の理解の醸成が不可

欠であることから、市は、建築物における木材の利用の促進の意義等について市民に分か

りやすく示すよう努めるものとする。特に木材利用促進の日（毎年10月８日）及び木材利

用促進月間（毎年10月）において重点的に、木材利用関係者が連携し、建築物における木

材利用の意義について、多くの市民の理解が得られるよう、積極的に普及啓発に取り組む

ものとする。  

 

７  期待される効果  

 本基本方針に基づき、民間における建築物等に飫肥杉材等の利用が推進されることによ

り、林業・木材産業の活性化はもとより森林の適正な整備・保全が図られ、脱炭素社会の

実現や本市の活性化に資することが期待される。  
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８ 木質化・木造化を図る公共建築物及び公共土木工事等  

(1) 木質化・木造化を図る公共建築物等ついて、次表の例を基本とし、積極的に飫肥杉材

等を活用する。  

木質化・木造化を

促進する施設  
学校、福祉施設、医療施設、スポーツ施設、公営住宅、庁舎等  

(2) 公共土木工事においては、次表の例を基本とし、積極的に飫肥杉材等を活用する。  

道  路  

木製ガードレール、木製デリネータ、間伐材パネル、スギ合板

型枠、転落防止柵、案内板、基盤吹付材、工事用看板、仮設防

護柵  等  

河  川  
木工沈床、護岸工、杭柵、スギ合板型枠、工事用看板、仮設防

護柵  等  

公  園  
案内板、柵、標識類、遊具、ベンチ、歩道階段、木道、木柵護

岸、植栽支柱、工事用看板、仮設防護柵  等  

農業漁村  
暗渠排水被覆材、簡易土留め、柵工、筋工、スギ合板型枠、工

事用看板、仮設防護柵  等  

(3)  飫肥杉材等を使った机や書棚等の備品及び消耗品について、次表の例を基本とし、

積極的に飫肥杉材等を使った製品を積極的に調達する。  

備 品  事務机、テーブル、イス、カウンター、書棚、倉庫棚  等  

消耗品  職員名札、案内板、記念品  等  
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○ポイント

　・本市は、総面積の約80％が森林。

　・民有林22,522haのうち杉を主体にした人工林率は67％。

　・林業経営としては、小規模な森林所有者が多い。

　・スギの齢級別構成では、９齢級以上が全体の約76％を占めており、森林の多くが主伐期を

　　迎えている。

○森林の明細

○公有林関係

○森林経営計画認定状況

○林業事業体

○宮崎県の素材及び製材品生産量

○宮崎県の出荷先別製材品出荷状況

首都圏 中京 関西圏 九州 沖縄 その他

H27 801 229 572 30 30 138 300 43 31

R3 1006 276 730 75 27 48 460 36 84

伸び率 25.6% 20.5% 27.6% 150.0% -10.0% -65.2% 53.3% -16.3% 171.0%

【宮崎県林業統計要覧(令和６年３月)】

【宮崎県林業統計要覧(令和６年３月)】

合　　計

5155.33ha

市有分収林

319.62ha

    973千㎥

認定面積

5,613ha

国有分収造林

【宮崎県林業統計要覧(令和６年３月)】

【令和6年度末　日南地区木材協会確認】

R4

1,878千㎥

994千㎥　製材品出荷量

日　南　市

総面積

53,549ha

3,833.78ha

【宮崎県林業統計要覧(令和６年３月)】

日　南　市

うち国有林

20,432ha

(47.6%)

森林面積

42,954ha

うち民有林

22,522ha

(52.4%)

合　　計

69

　素材生産量（スギ）

H30

  1,790千㎥

製材業

23

日　南　市

認定計画

7件

直営林

1,001.93ha

【宮崎県林業統計要覧(令和６年３月)】

(単位：千㎥)

(事業所数)　

伸び率

4.9%

2.2%

日　南　市

素材生産

46

総　数 県　内 県　外
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杉丸太市売りの推移

　　木材市況（杉丸太市売）

   

　　今期の杉丸太の平均販売量は、1,973㎥であった。

　　また、平均市売単価は、13,393円/㎥であった。

28
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市内の住宅建築の状況（専用・併用住宅）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和６年度

136 120 105 106 88

新築 129 116 98 104 86

増築 7 4 7 2 2

8 16 10 8 7

144 136 115 114 95

（単位：棟）

（日南市財産マネジメント課）

内訳

非木造

合  計

区    分

木  造
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【飫肥杉材等の利用に関する施策成果報告書に関する問合せ先】

日南市産業経済部水産林政課

〒887-8585 日南市中央通一丁目１番地１
ＴＥＬ ０９８７－３１－１１３５
ＦＡＸ ０９８７－３１－１２３０
Ｅ-mail  suisanrinseika@city.nichinan.lg.jp


